
 

令和４年度 群馬県高度路網作業システム研修 実施計画書 

 

 

１ 趣旨・目的 

作業道の作設については、現場の作業システムが効果的に稼働するための適切な路網計

画や線形の設定、またこれらを踏まえた丈夫で壊れにくい作業道の作設能力が求められる。 

このため、作業道作設オペレーター（以下「オペレーター」という。）と森林施業プラン

ナー（以下「プランナー」という。）を対象とした研修を開催するものである。 

２ 研修内容等 

（１） 別紙「研修教程表」参照 

 

（２） 研修期間及び時間 

      ・期間：令和５年２月１０日（金）～１７日（金）※土日を除く ６日間 

       ・時間：９時 ～ １６時まで 

 

（３） 研修メニュー及び研修対象者 

①基礎コース 

ア 作業道の作設経験が２年以下の者 

イ 労働安全衛生法の定める車両系建設機械運転（整地・運転・積込み用及び掘削用）

の有資格者であること。 

ウ 労働安全衛生法の定める伐木作業者の有資格者であること。 

エ 本研修期間中も労働災害保険の適用を受けている者（個人事業主については、特別

加入労働災害保険に加入している者）であること。 

オ 支障木の伐採ができること。 

カ 受講する研修の全日程に参加できる者 

②応用コース 

ア プランナーは、認定森林施業プランナー又は今年度中に認定施業プランナーとな

る見込みの者 

イ オペレーターは、上記（１）イからカまでとする。 

ウ 受講する研修の全日程に参加できる者 

 

（４）受講者数 

①基礎コースは、オペレーター３名。 

②応用コースは、３団体６名。 

※１受講団体からはオペレーター１名及びプランナー１名の２名が受講する。 

 



（５） 研修場所 

    大桁県有林内（富岡市妙義町菅原） 

     大桁県有林事務所 ＴＥＬ：０２７４－７３－２３５５ 

 

（６） 問合せ先 

    群馬県 環境森林部 森林局 林業振興課 林業担い手対策室 生産力強化係 

     ＴＥＬ：０２７－２２６－３２３５ 

 

３ 感染症対策 

「新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント等実施ガイドライン」による。 

 

４ その他 

本研修の全課程を修了した者について「群馬県高度路網作業システム研修修了証」を交付

する。 

    

    



 

令和４年度 群馬県高度路網作業システム研修 教程表 

日程 基礎コース 
応用コース 

 P O 

１日目 

２／１０ 

（金） 

午前 
開校式、オリエンテーション 

講義（森林作業道の指針・安全・路線選定等） 
○ ○ 

午後 現場踏査（基礎コース） 現場踏査（応用コース） ○ ○ 

２日目 

２／１３ 

（月） 

午前 作設実習（基本土工） 路線計画 ○ ○ 

午後 作設実習（基本土工） 現地にて路線決定 ○ ○ 

３日目 

２／１４ 

（火） 

午前 作設実習（基本土工） 作設実習（伐採作業）  ○ 

午後 作設実習（基本土工） 作設実習  ○ 

４日目 

２／１５ 

（水） 

午前 
作設実習（応用土工） 

※ヘアピンカーブ 
作設実習  ○ 

午後 
作設実習（応用土工） 

※ヘアピンカーブ 
作設実習  ○ 

５日目 

２／１６ 

（木） 

午前 
作設実習（応用土工） 

※水切り作成 
作設実習  ○ 

午後 現場の振り返り 作設実習  ○ 

６日目 

２／１７ 

（金） 

午前 先線の路線選定 現場の振り返り ○ ○ 

午後 
意見交換会 

閉講式 
○ ○ 

※応用コースの P はプランナー、O はオペレーターです。プランナーは３日間の研修となり

ます。 

※雨天時は、現地で雨水の流れ方を確認、既設森林作業道の見学、屋内で作設上の疑問点等

について意見交換を行う予定です。 


